
       
 
  
 
 
               

                          平成２２年４月１３日喜茂別町教育委員会発行 

                                          NO．８ 

 

 
  国全体として子どもの読書活動を推進していくため、平成１３年１２月に議員立法とし「子ども 

の読書活動の推進に関する法律」が公布・施行されました。 

  この法律では、子どもの読書活動が生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものであ 

 ることを基本理念とし、読書活動を推進するため、国や地方公共団体の責務や保護者の役割等が定 

められています。 

また、国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもの読書 

の意欲を高めるため、４月２３日を「子ども読書の日」としました。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
                             

４月２３日 

「おはなし おじさん」による絵本の読み聞か

せを中心に、手遊びなど楽しいおはなし会を

行います。 

 この機会に図書室デビューしてみませんか。

じかん：午後４時から５時まで 

内 容：絵本の読み聞かせ。。。 

   「はらぺこあおむし」「わたしのワンピース」

   「あいうえおってどんなかお」など。。 

   ：軍手を使って指人形。。。 

   「カラスのおやこ」 

   ：おてだまを使って。。。 

   「ゴリラお手玉」 

ちょっと 

   紹介 

そのほかにも、小さい道具を

使ったおはなしをします。 

子どもから大人までたのしめ

ちゃいますよ。。 

 
こどもの読書週間 

〈４月２３日～５月１２日〉 

こどもの読書週間は、こどもに読書を勧める

だけでなく、大人にとってもこどもの読書の

大切さを考えるときです。 

今年の標語は、 

「たんけんしたいな  

本の森」 

 
 
 
 
 
 
 


